
 

現場
思考

ちら見せ

←問題文の「なお」書きにより本問では不要

←∵物品aと物品ｂが非類似の可能性あり

×…青本の商標法第2条を出典とする答案を書いた受験生は
不合格でした。∵青本は「保護ニーズ」即ち、「必要性」の観点
から理由付けが書かれているのでNGである。

○…許容性を意識して、現場で的確に書いた受験生は合格しました。

現場思考型問題とは …制度趣旨についてストレートに訊く単純な一行問題とは異なり、出題者の意図に沿って書き進めて行くタイプの問題
H23商標法 設問 (3)

合格した解答例
（3）商品又はその包装に係る立体的形状が、物品

の形状等として意匠権で保護される一方で、立体

商標としても商標権で保護される場合があるが、

商標法がこれを許容する理由を述べよ。

商品又はその包装に係る立体的形状が、物品等の形状等として意匠権で

保護される一方で、立体商標としても商標権で保護することを商標法が

許容するのは、物品等の美的外観（意２条１項）に該当すると同時に、

自他商品等識別標識にも該当し、これに業務上の信用（１条）が化体す

ることもあるからである。

R2論文本試験
意匠Ⅱ

講師レジュメ

ここで使う
テクニックは
これだ！

ゴロテク編で「答案構成パターン」ごとに語呂合わせとテクニックを修得！
ヤマ当て編で宮口講師渾身のヤマ当て新作問題を取り組み、本番に勝つ！！

ここは
このゴロで
解ける！

＊講師レジュメの画像はサンプルです。

初級コースに含まれる『論文基礎力完成講座』と並行して受講していくと、講義の学習内容がゴロテクによって、
論文の解答へ直結していきます。早い段階から本試験レベル問題への対応が可能となります。

２０２７年合格目標の初学者コース生にもオススメ！

ヤマ
ゴロ


